
第８期介護保険事業計画「取組と目標」に対する自己評価シート

市町村名 羽曳野市

所属名 高年介護課

担当者名 辻本　亮

区分 現状と課題 第８期における
具体的な取組

目標
（事業内容、指標等）

実施内容 自己評価 課題と対応策

①自立支援、介
護予防、重度化

防止

■地域ケア会議(包括的支援事
業)

専門職より介護予防に関する助
言を行い、ケアマネジメントを支
援している。

個別課題の解決から地域におけ
るネットワークを構築し、地域づ
くりや社会資源の開発に努め
る。

①自立支援型地域ケア会議を
通して利用者の自立に向けた
支援の方向性を検討し、状態
の改善や重度化の予防に努め
る。
②ケアマネジャーのマネジメン
ト力の向上を目指す。
③多職種が連携した地域ケア
会議の開催

①自立支援型地域ケア会議開催回数　70回
②ケアマネジャーへの研修の実施。
③個別地域ケア会議12回

①自立支援型地域ケア会議開催
回数（プラン検討会議）　　48回
162件
②ケアマネージャーへの研修　5
件
③個別地域ケア会議　8回

△

居宅介護支援員向けの自立支援型
ケアプラン作成研修の充実や、自立
支援型地域ケア会議を通して、居宅
介護支援専門員の自立に向けた支
援の方法等スキルアップを図る必要
がある。
個別地域会議についても引き続き多
職種が連携した地域ケア会議の開催
に向けて取り組んでいく。

①自立支援、介
護予防、重度化

防止

■生活支援体制整備事業(包括
的支援事業)

・生活支援コーディネーター（地
域支え合い推進員）

在宅介護支援センターに12人配
置されている。

地域の課題や資源の把握、
関係者のネットワークの強
化、身近な地域における社
会資源の確保や創出と担い
手の養成を図る。

①小学校区に１人ずつ配置する（14人） 各小学校区への配置を目指し、
在宅介護支援センター（5か所）と
西圏域地域包括支援センター及
び中圏域地域包括支援センター
に人員配置をしている。 △

地域での会議は徐々に再開されてき
ており、会議や地域の集まり等に参
加し地域課題の把握や地域資源の
発掘・開発を引き続き行う。各生活支
援コーディネーターは兼務となってお
り活動に制限があるため今後は配置
などについて検討が必要。

①自立支援、介
護予防、重度化

防止

■生活支援体制整備事業(包括
的支援事業)

・就労的活動支援コーディネー
ター（就労的活動支援員）

高齢者の持つ能力、社会貢献へ
の意欲を活かせる場所づくりや
人材の発掘に努める。

高齢者個人の特性や希望に
合った就労的活動のコーディ
ネートを図る。

①各圏域に１人ずつ就労的活動支援コー
ディネーターを配置する。

就労的活動支援コーディネーター
の設置に向け検討を行っている。

×

就労的活動支援コーディネーターの
設置には至っていない。近隣市や大
阪府下の情報を収集しながら配置に
向け検討をすすめていく。

①自立支援、介
護予防、重度化

防止

■介護予防・生活支援サービス
事業(総合事業)

・短期集中型サービス（訪問型・
通所型）

３事業所にて訪問型サービスＣ、
１事業所にて通所型サービスＣ
を実施。利用者を増やす必要が
ある。

専門職が集中的に介入するこ
とで生活機能の改善・維持を図
る。

①短期集中型サービス（訪問型・通所型）の
充実。
②利用の促進。

訪問型サービスＣ
119人利用。延べ407回。

通所型サービスＣ
160人利用。延べ667回。

○

現場型プラン検討会議を導入した事
等により、訪問型サービスについて
はリハ・栄養とも２～３倍ほどに増
加、通所型も利用者数は1.5倍程度に
増加している。しかしながら、卒業先
については十分ではなくつなぎ先に
ついては検討が必要。

①自立支援、介
護予防、重度化

防止

■一般介護予防事業(総合事業)

・いきいき百歳体操（住民主体の
通いの場）

参加者数は増加傾向にあるが、
参加促進のための取組みが必
要である。
・令和元年度参加者数　1,272人

地域における住民主体の介護
予防活動の育成・支援を行う。

①参加者数の増加。
（参加率＝参加者実人数/高齢者人口）等
令和５年度目標　1,650人
②口腔機能向上のための健口体操の実施。

いきいき百歳体操の登録実施個
所82か所のうち再開箇所77箇
所。実施実人数1447人
②令和5年度のおさらい会で回っ
た会場1064人には健口体操の説
明勧奨を実施した。YouTubeにも
つぶたん健口体操の動画は上げ
ており、食事前に実施するように
勧奨している。

○

いきいき百歳体操の会場数は増えて
いるが、中止・閉鎖会場もあり、急増
はできていない。代表者の高齢化等
の課題もあり。活動継続に必要な情
報提供や支援を継続していく必要が
ある。
高齢者人口と通いの場に差がある地
域はみやびや民生委員・区長等を通
じて立ち上げの勧奨を実施していく必
要がある。

①自立支援、介
護予防、重度化

防止

■一般介護予防事業(総合事業)

・LICウェルネスゾーン及びはび
きのウェルネス

参加希望者数に対して実施場所
のキャパシティ等が不足してい
る。（リピーターの増加による）
運動経験があまりない参加者へ
の働きかけが必要である。

介護予防に資する基本的な知
識の習得や、日常生活での実
践内容の普及啓発を行う。

①運動習慣が継続出来る取組みをより充実
する。
②参加者の状態変化を検証し、より充実し
たプログラムの提供を行う。

利用者数
LICウェルネスゾーン：12,483人
はびきのウェルネス：0人
GoGoウェルネス：26,820人

○

「LICウェルネスゾーン」における、利
用者数はまだ増加させることができ
る余地があるため、プログラム内容
の見直し、時間割の入れ替え、申し
込み受け入れ条件の変更、広報の記
載方法の変更などを行っていく。
「GoGoウェルネス」に関しては、既存
の自主グループの運動意識高揚を
目的とした体力測定など、活動継続
に必要な支援を継続していく。

①自立支援、介
護予防、重度化

防止

■一般介護予防事業(総合事業)

・きらきらシニアプロジェクト介護
支援サポーター事業

元気高齢者が高齢者を支える制
度のひとつとして、高齢者の生
きがいづくりや社会参加を促して
いる。
・令和元年度登録者数　293人

元気高齢者が高齢者を支える
制度のひとつとして、高齢者の
生きがいづくりや、それを通じ
ての介護予防を図る。

①登録者数　令和５年度目標　350人 登録者数
令和4年度　354人（内はじめて講
座32人）
令和5年度　358人（内はじめて講
座36人）

○

事業の啓発をはかり、ボランティア、
受け入れ施設共に増加させる。ま
た、在宅高齢者への活動に対しても
事業利用を拡大できるよう実施方法
を検討。

①自立支援、介
護予防、重度化

防止

■リハビリテーションサービス提
供体制

リハビリテーションの専門職が地
域ケア会議に参加し、また通い
の場の参加者の体力評価等を
実施している。

リハビリテーションの専門職が
地域ケア会議やサービス担当
者会議に引き続き参加し、評価
分析を行う。

①地域ケア会議への参加。
②通いの場に参加し評価を行う。
③リハビリテーションサービスの利用率等の
把握分析を行う。

①会議開催件数　  48回
　 検討件数　　　　162件
　検討件数のうち訪問（延べ件
数：衛生士2件、療法士7件、栄養
士11件） ○

①定例で会議を開催しています。リ
ハビリテーション専門職派遣事業を
開始し、実際にリハビリテーション専
門職に直接個人宅に訪問をし、アセ
スメントと生活課題の評価や助言を
行う回数も増加。②、③については、
専門職への業務委託を行っていない
為、該当なし。

②介護給付等
費用の適正化

■要介護認定の適正化

現状は、市調査員及び委託調査
員で認定調査を遅延なく実施で
きている。
今後、申請件数の増加が予測さ
れるため、市調査員の調査件数
増加等を検討していく必要があ
る。

➊申請された要介護認定にお
いて、認定審査会前の各資料
（調査票・主治医意見書）の記
載内容を確認する。これに加え
申請された事案全件において、
特記事項（選択の根拠、介護の
手間、頻度等）が適切に記載さ
れているかを確認する。また、
内容に疑義がある場合には、
当該認定調査員及び主治医に
確認をとり、必要な修正を行
う。
➋新規申請及び区分変更申請
にかかる認定調査を、市認定
調査員により実施する（遠隔地
は除く）。
➌認定調査項目別の選択状況
や一次判定から二次判定の軽
重度変更率の地域格差分析
や、認定調査項目別の選択状
況を業務分析データ等で比較
分析し、是正すべき内容がある
場合は、認定調査員への研修
や介護認定審査会への周知等
是正に向けた取組みを行う。
➍認定調査員や介護認定審査
会委員に対し研修等の実施を
する。
➎市内４つの高齢者向け住宅
等の入居者への認定調査を引
続き、全件市認定調査員が実
施する。

事業所に委託した認定調査については引き
続き全件を確認し、調査項目ごとの均衡性
が保たれるよう理解を深めてもらう。
更新申請は、申請件数の３分の１、区分変
更は申請件数の２分の１を目標に市で認定
調査を実施する。
〈令和３年度〉
市で実施する認定調査数
更新申請　申請件数の３分の１
区分変更　申請件数の２分の１
〈令和４年度〉
前年度実績割合以上
〈令和５年度〉
前年度実績割合以上

令和５年度実績
更新申請　申請件数の44％
(1601件/3636件）
区分変更申請件数の71.7％
(832件/1161件）
（参考）
令和３年度実績
更新申請　申請件数の39.2％（内
訳500件/1,275件）
区分変更　申請件数の90.8％（内
訳926件/1,019件）
令和４年度実績
更新申請　申請件数の31.5％
(556件/1763件）
区分変更申請件数の
76.6％(810件/1057件）

○

コロナ延長による更新の大幅増によ
り、市内事業所へ調査件数増の調整
を行ったが効果は低く、市調査員の
一日における調査上限を３件から４
件とした。よって令和５年度の更新と
変更を合算した市による調査実施の
割合は50.7％となり、前年度の48.4％
を上回った。
事業所委託の調査については、定義
の勘違いや介護の状況の記載不足
が目立ったので、今後の研修内容に
反映し、充実を図っていく。

②介護給付等
費用の適正化

■ケアプラン点検

検査体制が確保できておらず、
居宅介護支援事業所への実地
指導の際に行うケアプラン点検
以外に実施する機会が少ない。

【取組み】
➊居宅介護支援事業所に対す
る実地指導の際に、利用者本
位の視点に立ち、真に必要な
サービスが適切に位置付けら
れているか確認する。
➋実地指導とは別にケアプラン
点検を実施し、前年度以前に
行った❶の指導・助言等が適
切に反映されているか確認す
る。
❸住宅型有料老人ホームや
サービス付き高齢者向け住宅
等の集合住宅の入居者に対す
るサービス状況等について確
認を行い、必要に応じて助言や
指導を行う。

〈令和３年度〉60件以上
〈令和４年度〉60件以上
〈令和５年度〉60件以上

ケアプラン点検：77件
ケアプラン点検による返還実績：
　　　1,500円

◎

　運営指導時に適宜ケアプラン点検
をおこなっており、令和5年度におい
ては目標値を上回る結果となった。
現行の取り組みで効果が出ているの
で、継続して取り組む。

第８期介護保険事業計画に記載の内容 R５年度（年度末実績）



②介護給付等
費用の適正化

■住宅改修の適正化

現状では、現地調査を全件行う
ことは難しいができる限り調査を
実施する。
現在実施している工事事業所へ
の研修について、今後も適正化
につながるように実施する必要
がある。

➊新規事業所や申請される住
宅改修の必要性や工事の内容
などについて、書類や写真等だ
けでは確認できないなど不明瞭
な点がある場合に、改修工事
の事前又は事後に現地調査等
により確認する。
➋無作為あるいは保険者の必
要に応じて、事前もしくは事後
に一定数の現地調査を行う。
（調査項目）
○利用者の状態から見た必要
性
○利用者の自宅から見た必要
性
○金額の妥当性、改修規模
○適正な施工が行行われたか
どうかの確認
（抽出の方法）
○申請の中から無作為に抽出
○保険者が必要に応じて抽出
➌事業所への研修会につい
て、介護保険の住宅改修の趣
旨など適正化につながる内容
を検討のうえ実施する。

現地訪問調査を一定数実施し、適正な施工
がされているか確認を行う。
〈令和３年度〉
申請件数の10％
〈令和４年度〉
前年度実績割合以上
〈令和５年度〉
前年度実績割合以上

申請件数の14.9％（82件／549
件）　※アンケート調査と現地訪
問調査の合計（4件／82件が現地
訪問調査）　（「課題と対応策」欄
参照）

（参考）
令和4年度実績　申請件数の
14.2％（71件／499件※全件アン
ケート調査
令和3年度実績　申請件数の
15.2％（67件／440件）※全件アン
ケート調査
令和2年度実績　申請件数の
11.6％（59件／505件）　※現地訪
問調査含む（16件／59件が現地
訪問調査）

◎

　令和４年度まで、新型コロナウィル
スの影響により現地訪問調査を中止
とし、住宅改修を実施した被保険者
に対して、事後のアンケート調査を主
に実施していた。
　令和５年度からは流行状況を考慮
したうえで現地訪問調査を4件実施す
ることができた。　現地訪問調査を全
件行う事は難しいため、事前申請時
の改修前の写真と理由書により利用
者の状態に対して適正であるか確認
することが必要である。また、現地訪
問調査は、住宅改修の適正化に一定
効果があるため、今後も計画的に実
施し目標達成を目指す。あわせて、
令和5年度に実施する事業者や介護
支援専門員等の研修会において、現
地訪問調査の実施結果を報告するな
どより一層適正化を図っていく。

②介護給付等
費用の適正化

■福祉用具購入・貸与調査に係
る適正化

支給申請理由や軽度者の福祉
用具貸与の申請理由が本人の
身体状況にあっているのか認定
調査票等と突合し、身体状況と
必要な理由が一致しない場合、
適宜追加で疑義照会をしてい
る。
福祉用具利用者等全員購入に
対して訪問調査は難しいが、住
宅改修の現地調査時に、福祉用
具も同時に購入している対象者
宅に伺うことがあり、大いに活用
しているという声をきく一方で、
サイズ感や使用感が想定と異な
り使わなくなったという声もある
ため、支給申請の際、身体状況
にあった福祉用具が選定されて
いるか、サンプル品等で確認す
るなど十分に検討されている
か、今後確認していく必要があ
る。

➊福祉用具購入については、
申請書類提出時に窓口での利
用者の身体状況を確認するこ
とによって、支給対象として差し
支えないか判断する。
➋事業所に対しては、電話や
窓口にて福祉用具が必要な理
由について詳細に記載するよう
指導。オーダーメイドのものに
ついては、見積もりや図面の提
出を求めたうえで判断する。
➌軽度者への福祉用具貸与に
ついては、例外給付届出書の
事前提出により、適切な給付と
なっているかについて、確認作
業を実施する。
➍利用者の状態から見て、利
用が想定しにくい福祉用具の
購入・貸与について、適切なケ
アマネジメントに基づき実施さ
れているか確認する。
➎申請書について、これまでに
引き続き全件内容を適正に審
査し、利用の必要性確認をする
ことによりこれまで以上に適正
化を図る。

〈令和３年度〉
申請書について、全件内容を適正に審査す
る。
〈令和４年度〉
申請書について、全件内容を適正に審査す
る
〈令和５年度〉
申請書について、全件内容を適正に審査す
る

申請書について、全件内容を適
正に審査した。

◎

　引き続き、申請書の内容を適正に
審査し、身体状況に合った福祉用具
の利用促進を図る。

②介護給付等
費用の適正化

■医療情報との突合

現行の取組みで効果が出ている
ので、継続して取り組んでいく。

➊国保連システムから出力さ
れる「医療情報との突合リスト
（独自絞込みリスト）」等を用い
て、給付状況を確認する。
毎月「医療情報との突合リスト
（独自絞込みリスト）」の出力内
容の確認を行い、国保連合会
の審査共助により審査対象と
ならなかったものについて、給
付実績との突合を行う。
➋疑義内容の確認及び過誤申
立等を依頼する。
疑義内容については、介護支
援専門員（ケアマネジャー）や
サービス提供事業所、医療保
険担当部署等に詳細を確認す
るとともに、必要に応じて国保
連合会に対し過誤申立等を依
頼する

毎月点検を実施する。疑義のあるものにつ
いて、事業所等に照会・確認し、必要に応じ
て過誤申立等を依頼する。

毎月点検を実施している。
実施率１００％

◎

　現行の取り組みで効果が出ている
ので、継続して取り組む。

②介護給付等
費用の適正化

■縦覧点検

現行の取組みで効果が出ている
ので、継続して取り組んでいく。

国保連合会から縦覧チェック項
目一覧表・点検項目の内、下記
の帳票を➊～➌のとおり点検
する。
①算定期間回数制限縦覧
チェック一覧表
②重複請求縦覧チェック一覧表
③居宅介護支援請求における
サービス実施状況一覧表
④単独請求明細書における準
受付審査チェック一覧表
⑤入退所を繰り返す受給者縦
覧一覧表
⑥居宅介護支援再請求等状況
一覧
⑦月途中要介護状態変更受給
者一覧表、
➊帳票①～④について国保連
合会に縦覧点検を委託してい
るが、国保連合会では算定の
可否を判断できないものが含ま
れるため、本市においても点検
を実施する。
➋⑤～⑦の帳票についても、
継続して点検を実施する。
➌疑義内容について、介護支
援専門員（ケアマネジャー）や
サービス提供事業所等に詳細
を確認するとともに、必要に応
じて国保連合会に対し過誤申
立等を依頼する。

毎月全件について点検を実施する。疑義の
あるものについて、事業所等に照会・確認
し、必要に応じて過誤申立等を依頼する。

毎月点検を実施している。
疑義照会：72件
返還実績：261,630円
実施率１００％

◎

現行の取り組みで効果が出ているの
で、継続して取り組む。

②介護給付等
費用の適正化

■介護給付費通知

給付費を通知する意味を受給者
が正しく理解したうえで通知内容
を確認することが前提であると
考えるが、通知後の問い合わせ
内容からもまだまだ理解されて
いないと思われる。
また、受給者自身が介護保険制
度や給付費に対し意識を持つこ
とが適正化には重要であるた
め、保険者として今後も周知を
図っていく必要がある。

➊国保連合会において審査決
定した給付実績等から、利用者
ごとに直近数か月の利用実績
を記載した給付費通知書を作
成し送付する。
〔記載項目〕　サービス月、サー
ビス事業所、サービス種類（略
称）、サービス日数及び回数、
サービス費用合計額、給付額、
利用者の負担額
➋利用者から、寄せられた架空
請求や過剰請求等の情報を受
けた場合、利用者から的確な
事実確認を行うとともに、必要
に応じて国保連合会に対し過
誤申立等を行う。
➌通知に際しては、引き続き次
の実施方法に取り組む。
(ｱ)通知の範囲を効果の期待で
きる対象者・対象サービスに絞
り込む工夫。
(ｲ)サービスを見直す節目とな
る認定の更新・変更の時期など
受給者の理解を求めやすい時
期に送付。
(ｳ)説明文書を追記するなど受
給者が通知内容を理解できる
ようにする。また、発送には市
広報にて周知を図る。
(ｴ)事業者や事業者団体への
周知など事業者の協力と理解
を求める。

受給者全員に年１回通知する。
受給者自らが適正なサービス利用や給付費
への意識を持つことが給付費適正化には重
要であるため、通知の目的や内容を分かり
やすいように工夫し給付費適正化につなげ
る。
〈令和３年度〉実施率100％
〈令和４年度〉実施率100％
〈令和５年度〉実施率100％

受給者5,206件に対し12月上旬に
通知を送付した。
実施率100%

◎

　給付費通知発送後の問い合わせな
ど反応が少なかった。
　介護給付費通知は利用者に自身の
介護保険給付費がどれくらいかかっ
ているかなど理解を深めていただくこ
とにより、給付費の適正化を図るもの
であるため、通知内容や趣旨をご理
解いただけるように努める。

②介護給付等
費用の適正化

■給付実績の活用

国保連合会から配信される給付
実績等の情報を活用している
が、手法や費用対効果等につい
ても検証する必要がある。

国保連合会から配信される給
付実績等の情報を活用し、不
適正・不正はないか確認する。
また、各種指標の偏りを基に不
適切な可能性のある事業者等
を抽出し、過誤調整や事業者
への指導を実施する。

随時活用 国保連合会から情報提供される
給付実績等の情報から適合性を
確認し、必要に応じて事業所に確
認した。

○

現行の取り組みで効果が出ているの
で、継続して取り組む。


